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神奈川県監査委員 殿

２００６年９月８日

横浜市中区相生町１丁目１８番地光南ビル６階

請求人 かながわ市民オンブズマン

代表幹事 大 川 隆 司

生 田 典 子

小 沢 弘 子

赤 倉 昭 男

佐 藤 満喜子

住 民 監 査 請 求 書

第１ 請求の要旨

１．事案の概要

国土交通省関東地方整備局が２００２（平成１４）年度から２００４（平成１６）

年度にかけて競争入札の方式で発注した鋼橋上部工事について、入札参加業者間に談

合が行われたため、落札価格は競争を反映しない割高なものとなり、発注者たる国は

適正価格（公正な競争が存在したとすれば実現されたはずの価格）と現実の契約価格

との差額に相当する損害を蒙り、この損害は契約価格に応じて負担金を支出した地方

自治体に波及した。

本件談合の対象となった工事（ただし、課徴金納付命令確定分のみ）のうち、神奈

川県が負担金を支払った工事は別紙一覧表の記載のとおり１７件あり、負担金の額は

合計１７億４ ９４４万円にのぼる。本件談合によって発生した損害は少なくともそ,

の１０％を下るものではなく、仮に１０％とすれば、神奈川県の蒙った損害は合計

１億７ ４９４万円にのぼる。,

県はこの損害の賠償を関係業者に対し請求すべきであるのにこれを怠っている。よ

ってこの損害賠償請求権を適正に行使すべきことを、監査委員から知事に対し勧告す

るよう請求するものである。

２．本件談合摘発の経過

（１）公正取引委員会は０４年８月５日、三菱重工業など橋梁メーカー３０社に対する

立入検査に着手し、翌０５年５月２３日談合組織の幹事社を務めた横河ブリッジな

ど８社を独占禁止法違反（不当な取引制限 談合）の疑いで検察庁に告発した。－

告発の対象はその後追加されて２６社となった （甲６－１、２、９）。



- 2 -

（２）検察庁は０５年６月１５日、国土交通省の関東、東北、北陸の３地方整備局が

０３、０４両年度において発注した鋼橋上部工事に関する独禁法違反事実につき

２６社と８人を起訴した （甲６－９）。

この刑事事件はその後旧日本道路公団発注工事に関する独禁法違反事件と併合さ

れて、０６年７月１４日論告求刑が行われ、近く判決が宣告されようとしている。

（甲６－１３）

（３）一方公正取引委員会は上記３地方整備局が０２年度以降発注した鋼橋上部工事の

入札をめぐる独禁法違反行為につき、入札参加業者４５社に対し０５年９月２９日

排除勧告を行った （甲１－１、２）。

（ 、 ） 、 、４５社のうち５社 新日本製鉄 三菱重工業ほか は 勧告に応じなかったため

審判手続きに移行したが、４０社は勧告を応諾したため、０５年１１月１８日勧告

審決がなされた （甲２－１、２ 甲３）。

（４）勧告審決を受けた４０社と、その時点では鋼橋工事業から撤退していたため、勧

告の対象外とされた５社に対し、公正取引委員会は０６年３月２４日付で課徴金納

付命令を発した。納付命令の対象となった０２～０４年度の鋼橋上部工事は２９５

件、その金額は約２ ３６０億円、納付を命じられた課徴金の額は１２９億に達す,

る。

２９５件のうち、神奈川県が費用を負担した工事は別紙一覧表記載のとおりであ

る（１７件、工事費総額５２億４ ８３２万円、県負担額１７億４ ９４４万円 （甲, , ）

３ 。）

なお、上記件数および金額には、審判手続きにおいて係争中の５社が受注した工

事は含まれていない。この分については、審判確定後に課徴金納付命令が追加され

る見込みである。

（５）鋼橋工事を受注する業界の談合組織は、横河ブリッジ、ＪＦＥエンジニアリング

（旧 日本鋼管）など、大手１７社によって構成される「Ｋ会」と、川田工業、栗

本鉄工所など中小３０社によって構成される「Ａ会」との２本建てになっており、

２つの組織の幹事社（計６社）が合同で「ワーク」と称する受注調整（談合）のた

めの会合を開いてきた 「Ｋ会」と「Ａ会」は、それぞれ９１年に一たん解散した。

「紅葉会 「東会」という談合組織が９３年に再建されて今日に至ったものであ」、

り、この業界における談合の歴史は長い （甲６－１～５）。

（６）捜査の過程で 「ワーク」と称する会合の議事録や、談合組織の中心人物（横河、

ブリッジ理事 横山隆）のノート７冊なども押収されており、談合のプロセスの全
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貌は刑事事件の記録によって詳細に裏付けられる （甲６－６～８、１０、１１）。

３．本件談合によって発注者および県が蒙った損害

（１）本来競争を通じて形成されるべき工事価格が、談合によってどの程度つり上げら

れたかを把握するための方法としては、談合体制が「健在」であった時期と、その

体制が崩壊した後の時期との落札率（入札予定価格に対する落札価格の比率）を比

較する方法が最も端的なものである。

（２）旧日本道路公団を引き継いだ東・中・西の各日本高速道路（株）が共同で発表し

た「入札談合等に関する調査報告書 （０６ ２ １６）によれば、０４年度以前は」 . .

、 （ ）９６～９７％台で推移していた鋼橋上部工事の落札率が ０６年度 ４月～１２月

には８４％台へと１０ポイント以上低下している （甲６－１２、甲７）。

関係する業界は、刑事事件が併合されていることに示されるとおり、国土交通省

直轄工事と全く同一である。

（３）ちなみに国土交通省は０３年度６月から、直轄工事の入札について談合が確認さ

れた場合には（工種に関係なく）契約金額の１０％の違約金を徴収する制度を導入

している（甲８ 。これを見ても、談合によって発注者が蒙る損害を契約金額の）

１０％と把握することが妥当である。

（ ） 、 、 「 」 、４ ところで トンネル 橋など 道路と一体となってその効用を全うする施設 は

「 」 （ ）、 、道路法上の 道路 とされ 同法２条１項 国道の新設又は改築に要する費用は

「国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合」すなわち直轄工事については国が

３分の２を、都道府県がその３分の１を負担するものとされている（同法５０条１

項 。）

従って本件談合によって直接には国が蒙った損害額の３分の１は、契約金額に対

応して決定される負担金の額の増大という形で関係自治体に転嫁されたわけであ

る。

４．県が損害賠償を請求すべき相手方

（１）公正取引委員会が０６年３月２４日付課徴金納付命令の対象とした鋼橋上部工事

２９５件の明細は、同年５月８日付で情報公開された。２９５件のうち、関東地方

整備局発注分は８９件であり（甲４－１、２ 、このうち、県の負担対象は別紙一）

覧表記載の１７件である。
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（２）この１７件の工事に関する予定価格書（あるいは予定価格欄がある入札調書）が

関東地方整備局によって情報公開されており（甲５－１～１７ 、別紙一覧表記載）

の落札率は、これに基づいて算出したものである。なお１７件の工事の落札率の算

術平均は９４ ５％に達する。.

（３）また、各工事の入札調書（甲５－１～１７）により、入札参加業者すなわち談合

関与業者は明らかである。談合は、発注者に対する共同不法行為であるから、みず

から落札しなくても談合に関与した業者は連帯責任を負うものである（ただし政策

的には、落札業者のみの責任を追及するということもありえよう 。）

５．請求人が監査委員に対して求める措置

損害賠償請求権は県の財産にほかならないから、知事は執行機関の義務としてこの

財産権を誠実に管理し、回収の実を挙げるべきである。

県関係工事の入札に参加した業者のほとんどが談合の事実を認めて、勧告審決を受

けてから１０ヵ月、また課徴金納付命令を受けてから６ヵ月が経過しようとしている

現時点において、知事が損害賠償請求権の行使を怠っているのは不当と言うべきであ

る。

よって、監査委員から知事に対し、別紙記載の１７件の工事に参加し、勧告審決を

受けた業者に対し、然るべき損害賠償を請求するよう勧告されたい。

第２．事実証明書

１ （０５年９月２９日付 排除勧告について）．

甲１－１ 公正取引委員会のプレスリリース（同日付）

１－２ 平成１７年（勧）第１２号 勧告書（同日付）

２ （０５年１１月１８日付 審判開始決定について）．

甲２－１ 公正取引委員会のプレスリリース（０５ １１ ２１）. .

２－２ 平成１７年（判）第２３号 審判開始決定書（０５ １１ １８）. .

３ （０６年３月２４日付 課徴金納付命令について）．

甲３ 公正取引委員会のプレスリリース（０６ ３ ２７）. .
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４ （課徴金算定対象物件について）．

甲４－１ 公正取引委員会の送り状（０６ ５ ８）. .

４－２ 課徴金対象物件一覧（抜粋＝関東地方整備局発注分）

５ （県負担工事の入札状況について）．

甲５－１ないし１７ 各入札調書

（ 、「 」 ）入札調書に予定価格の記載なきものについては 予定価格書 を添付

６ （談合の実態および摘発経過について）．

甲６－１ ０４年１０月５日 朝日新聞（夕刊）記事

６－２ ０５年５月２３日 朝日新聞（夕刊）記事

６－３ 同上

６－４ ０５年５月２４日 読売新聞記事

６－５ ０５年５月２７日 朝日新聞記事

６－６ 同日 毎日新聞記事

６－７ ０５年６月４日 朝日新聞記事

６－８ ０５年６月７日 日本経済新聞記事

６－９ ０５年６月１６日 読売新聞記事

６－１０ 同日 朝日新聞記事

６－１１ 同日 日本経済新聞記事

６－１２ ０６年２月２２日 日本経済新聞記事

６－１３ ０６年７月１５日 朝日新聞記事

７ （談合体制崩壊に伴う落札率の低下について）．

甲７ 東日本高速道路（株）ほか２社による

「入札談合等に関する調査報告書 （抜粋）」

８ （国交省直轄工事に関する違約金制度の導入について）．

甲８ 「国土交通省直轄工事等における違約金条項の創設について」

（国土交通省ホームページ）



契約金額（当初）

千円

1 02.10.16 １６号相模原市東大沼歩道橋他工事 相模原市 楢崎製作所 Ｋ 113,400 92.7 7

2 03. 3. 7 小出川渡河部鋼橋脚（その４）工事
茅ヶ崎市・

平塚市
宇部興産機械 Ａ 173,250 94.5 16

3 03. 3. 7 小出川渡河部鋼橋脚（その３）工事 〃 東海鋼材工業 Ａ 149,100 97.2 17

4 03. 3.１7 北ノ根橋上部工事 伊勢原市 佐藤鉄工 Ａ 189,000 94.6 21

5 03. 3.10 市ヶ尾歩道橋上部工事 〃
サノヤス・ヒシノ
明昌

Ａ 134,400 96.5 19

6 04. 2.12 本町横断歩道橋設置工事 横須賀市 釧路製作所 Ａ 159,600 88.1 43

7 04. 3.17 宮山高架橋鋼橋脚工事 寒川町
巴コーポレー
ション

Ａ 183,750 93.0 54

8 04. 3.24 宮山高架橋鋼橋脚（その３）工事 〃 宇部興産機械 Ａ 147,000 96.2 57

9 04. 3.24 宮山高架橋鋼橋脚（その４）工事 〃 名村造船所 Ａ 142,170 94.7 58

10 04. 7 .5
沼代横断歩道橋斜路設置
その他工事

秦野市 高田機工 Ａ 68,250 99.3 59

11 04.10.15 萩園高架橋上部工事 茅ヶ崎市 川崎重工業 Ｋ 1,037,400 94.1 61

12 04.10.29 入生田歩道橋設置工事 小田原市 大島造船所 Ａ 66,150 90.4 62

13 05. 2. 3 田端高架橋上部工事 寒川町 日本鉄塔工業 Ａ 733,950 96.5 68

14 05. 2. 3 一之宮高架橋上部工事 〃 日立造船 Ｋ 729,750 94.2 69

15 05. 2.15
さがみ縦貫田端高架橋
上部（その２）工事

〃 瀧上工業 Ｋ 567,000 93.0 73

16 05. 3. 1
さがみ縦貫一之宮高架橋
上部（その２）工事

〃
巴コーポレー
ション

Ａ 525,000 95.6 79

17 05. 3. 2
さがみ縦貫西久保・一之宮高架橋
アンカーフレーム製作設置工事

〃 豊平製鋼 Ａ 129,150 95.9 80

計 5,248,320 千円

注 （負担金は３分の１

ＡはＡ会（旧 東会）加盟企業を示す。 1,749,440 千円 ）

「落札業者」名の右に表示されているＫはＫ会（旧 紅葉会）加盟企業、

課徴金
番号

鋼橋工事談合物件のうち、神奈川県負担分一覧

落札率場所
整理
番号 入札日 工事名 落札業者



契約金額
（当初）

千円

1 03. 3. 7 新石川高架橋鋼製橋脚工事 桜井鉄工 Ａ 180,600 99.6 15

2 04. 3 .4 新石川高架橋上部（その２）工事 栗本鉄工所 Ａ 404,250 98.4 44

3 04. 3 .5 新石川高架橋上部（その１）工事 日本橋梁             Ｋ 273,000 99.2 48

4 05. 3.14 原宿歩道橋設置他工事 大島造船所 Ａ 141,750 99.7 87

計 999,600 千円

注 （負担金は３分の１

ＡはＡ会（旧 東会）加盟企業を示す。 333,200 千円 ）

落札率
課徴金
番号

「落札業者」名の右に表示されているＫはＫ会（旧 紅葉会）加盟企業、

鋼橋工事談合物件のうち、横浜市負担分一覧

整理
番号 入札日 工事名 落札業者




